
質問書（様式７）により提出された質問について、次のとおり回答します。

№

1

調査員用参考地図の作成にあたり、背景地図に最新のデジタル
地図データ（宅名情報入り）を使用することとなっています
が、契約書を市の書式で締結する場合、別紙のような特記事項
を綴じることは可能でしょうか。
（成果品のうち、受注者又は著作権者が従前から権利を有して
いる部分「権利留保分」の著作権について）

可能です。
なお、調査区要図の作成に当たって、背景として用いるデジタ
ル地図については、宅名情報を除いたものになります。
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